
2 基本チェックリストの活用等について  

事   務   連   絡  

平成17年11月22日  

介護保険・老人保健事業担当課 御中  

厚生労働省老健局老人保健課  

基本チェックリストの活用等について   

介護保険及び老人保健事業の推進につきましては、日頃よりご協力いただき感謝申し  

上げます。   

さて、地域支援事業における介護予防事業の内容については、平成17年9月26日  

に開催しました全国介護保険・老人保健事業担当課長会議資料にてお示ししたところで  

すが、その後の都道府県等からの様々な御照会を受け、今般、基本健康診査における基  

本チェックリストの活用及び特定高齢者の決定までの流れ等について、別添のとおり作  

成しましたので、貴管内の市町村に対し、周知方お願いします。  

○ 基本チェックリストの活用について（案）（別添1）  

○ 基本健康診査から介護予防ケアマネジメントまでの基本的な流れ（案）（別添2）  

○ 特定高齢者の決定までの流れ（案）（別添3）  

○ 基本健康診査における基本チェックリストの活用及び特定高齢者の決定までの流  

れ等についてのQ＆A（別添4）  

－16－   



（別添1）  

基本チェックリストの活用について（案）  

1基本チェックリストの構成 ＜ 別紙1参照 ＞  

0 24項目の質問項目及び体重一身長を加えた25項目で構成する  

○ 介護予防プログラムとの対応関係は以下のとおり。  

l  

l  

： 運動器の機能向上 l  
l  

‡栄養改善  
l  

l  

： 口腔機能の向上  
l  

‡閉じこもり予防■支援  
l  

毒 認知症予防t支援  
l  

；うつ予防・支援  
l  

】  

（6）～（10）  

（11）、（12）（BMI（身長、体重から算出））  

（13）～（15）   

（16）、（17）   

（18）～（20）   

（21）～（25）  

2 基本チェックリストの活用  

○ 特定高齢者把握事業において、以下の事項に活用する。  

①特定高齢者となる可能性がある「特定高齢者の候補者」の選定  

②特定高齢者が参加することが望ましいと考えられる介護予防プログラムの   

判定  

＜ 別添3「特定高齢者の決定までの流れ」を参照 ＞  
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